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こんなことが決まりました

養護老人ホーム「津山市立ときわ園」

問

「
津
山
の
自
然
景
観
と

　
　
　
歴
史
を
後
世
に
」

景
観
条
例
を
制
定

答問答

答 津
山
市
立
と
き
わ
園
に

指
定
管
理
者
制
度
を
導

入
し
ま
す

問

こ
ん
な
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た

予
算
・
条
例
等

指
定
管
理
者
制
度
と
は

ど
ん
な
制
度
？

教えて答

　
12
月
定
例
会
で
は
、
25
件
の
議
案

等
を
審
議
し
ま
し
た
。
議
論
し
た
議

案
等
の
う
ち
、
主
な
も
の
を
紹
介
し

ま
す
。

　
津
山
市
の
豊
か
な
自
然
と
歴
史
景

観
を
活
か
し
た
良
好
な
景
観
を
創
出

し
、
次
世
代
に
継
承
を
し
て
い
く
た

め
に
、
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
形
成

に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
事

項
を
定
め
る
「
津
山
市
景
観
条
例
」

を
制
定
し
ま
し
た
。

　
条
例
は
、
平
成
28
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
が
、
景
観
計
画
の

策
定
や
景
観
審
議
会
に
関
す
る
条
項

に
つ
い
て
は
、
同
年
１
月
１
日
の
施

行
と
な
り
ま
す
。

〈
建
設
水
道
委
員
会
で
の
質
疑
〉

 　

 

罰
則
的
な
も
の
は
あ
る
の
か
。

　

 

景
観
法
上
は
罰
則
を
制
定
す
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
今
回
の
取
り
組

み
で
は
緩
や
か
な
基
準
か
ら
の
ス
タ

ー
ト
を
考
え
て
い
る
た
め
罰
則
は
設

け
て
い
な
い
。

　
　
景
観
計
画
区
域
に
予
定
し
て
い

る
地
元
の
説
明
は
行
っ
て
い
る
か
。

　
　
景
観
形
成
重
点
地
区
の
指
定
は

地
元
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
必
須
事

項
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
８
月
中
旬

か
ら
６
回
説

明
会
を
行
っ

た
。
説
明
会

で
は
も
っ
と

重
点
地
区
を

増
や
す
べ
き

で
は
な
い
か

と
い
っ
た
意

見
も
伺
っ
て

い
る
。

　
津
山
市
が
運
営
す
る
養
護
老
人
ホ

ー
ム
「
津
山
市
立
と
き
わ
園
」
に
つ

い
て
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し

ま
す
。
指
定
団
体
は
イ
ー
エ
ス
ガ
ー

デ
ン
な
ど
を
運
営
す
る
「
社
会
福
祉

法
人
江
原
恵
明
会
」、
指
定
期
間
は

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
33
年

３
月
31
日
ま
で
で
す
。

〈
厚
生
委
員
会
で
の
質
疑
〉

　
　
応
募
団
体
数
が
１
法
人
だ
け
で

あ
っ
た
理
由
は
。

　
　

最
終
的
に
応
募
団
体
が
１
法
人

で
あ
っ
た
が
、
募
集
前
に
は
多
く
の

問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
具
体
的
に
検

討
さ
れ
て
い
た
団
体
は
複
数
あ
っ
た

こ
と
は
確
認
し
て
い
る
。

〈
12
月
議
会
で
は
次
の
施
設
の
指
定

　
管
理
者
も
議
決
し
ま
し
た
。
〉

・
津
山
市
加
茂
町
文
化
セ
ン
タ
ー

（
一
財
）
津
山
市
都
市
整
備
公
社
に

・
津
山
市
勝
北
文
化
セ
ン
タ
ー

（
有
）
ア
ラ
イ
ス
に

　

指
定
期
間
は
い
ず
れ
も
平
成
28
年

４
月
１
日
か
ら
平
成
33
年
３
月
31
日

ま
で
で
す
。

　
地
方
自
治
体
が
所
管
す
る
公

の
施
設
に
つ
い
て
、
管
理
、
運

営
を
民
間
事
業
会
社
を
含
む
法

人
や
そ
の
他
団
体
に
、
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
。
津
山

市
で
は
鶴
山
公
園
、市
営
住
宅
、

津
山
文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
既

に
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。


